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程
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一
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改
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す
る
規
程
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事
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局
）
…
一

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
六
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
の
施
行
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

「
第
十
五
条
の
三

在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
資
格
の
確
認

第
十
五
条
の
四

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
か
つ
た
場
合
の
通
知

を

第
十
五
条
の
五

在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
等
に
関
す
る
通
知

」

「
第
十
五
条
の
三
か
ら
第
十
五
条
の
五
ま
で

削
除
」
に
、
「
第
十
五
条
の
十

在
外
選
挙
人
名
簿

か
ら
抹
消
し
た
場
合
等
の
通
知
」
を
「
第
十
五
条
の
十

削
除
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
か
ら
第
十
五
条
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
か
ら
第
十
五
条
の
五
ま
で

削
除

第
十
五
条
の
六
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る
異
議
の
申
出
」
を
「
在
外
選
挙
人
名
簿

の
登
録
等
に
関
す
る
異
議
の
申
出
」
に
改
め
、
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を

削
る
。

第
十
五
条
の
八
及
び
第
十
五
条
の
九
中
「
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
削

る
。第

十
五
条
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
十

削
除

第
二
十
二
号
様
式
の
四
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
の
八
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
の
四
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
の
八
ま
で

削
除

第
二
十
二
号
様
式
の
九
中
「
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
」
の
下
に
「
（
登
録
の
移
転
）
」
を
加

え
、
「
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
登
録
（
抹

消
）
」
を
「
次
の
と
お
り
登
録
（
抹
消
、
登
録
の
移
転
を
、
抹
消
と
同
時
に
選
挙
人
名
簿
の
登
録

を
）
」
に
改
め
、
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
（
抹
消
）
年
月
日
」
を
「
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
（
抹

消
、
登
録
の
移
転
、
選
挙
人
名
簿
登
録
）
年
月
日
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
の
十
二
中
「在

外
選
挙
人
名
簿
の
登
録

」
を
「在

外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
等

」

に
改
め
、
「在

外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消

」
の
次
に
「、

在
外
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
の
移
転
を
、

在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
の
抹
消
と
同
時
に
選
挙
人
名
簿
の
登
録
を

」
を
加
え
、
「に

お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
２
４
条
第
２
項

」
を
削
り
、
「１

登
録
（
抹
消
）
年
月
日

」
を
「１

登
録
（
抹
消
、

登
録
の
移
転
、
選
挙
人
名
簿
登
録
）
年
月
日

」
に
、
「２

登
録
（
抹
消
）
の
理
由

」
を
「２

登
録
（
抹
消
、
登
録
の
移
転
、
選
挙
人
名
簿
登
録
）
の
理
由

」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
の
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
の
十
三

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
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